
日本小児科学会次世代育成プロジェクト委員会からのわが国の社会への提言 

 
 

 日本小児科学会はこれまで学術活動を中心に活動して参りました。しかしながら、昨

今の著しく進行する少子化傾向や子どもを取り巻く環境の大きな変化の中で、子ども

に関係する様々な問題とその解決策を子どもに関する専門家の集団である日本小児

科学会の立場から社会に広く呼びかけることが必要と考えております。 

 この度、日本小児科学会に所属する次世代育成プロジェクト委員会が、子どもの保

育環境の問題と子どもの性に関する問題について提言をまとめ、小児科学会雑誌３月

号と同学会のホームページに掲載致しました。これらの提言を子どもに関係する御仕

事に従事する方々にも広く知って戴きたく、この度雑誌「小児保健研究」に提言を掲載

させて戴くことになりました。日本小児保健協会の会員の皆様にはこれらの提言を御

一読戴き拓存じます。これらの提言が子どもたちへの未来への暖かい支援の一助とな

ることを祈念致します。 

 
 
 

平成２０年４月 

 

日本小児科学会次世代育成プロジェクト委員会委員長 

東京大学大学院医学系研究科小児医学講座教授 

五十嵐隆 

 
 
 



わが国の社会への「保育環境の整備に関する」提言 

 

日本小児科学会次世代育成プロジェクト委員会 

 

 

 育児は本来親が行うのが基本であり、それを社会が支えるしくみが必要です。しかし

ながら、核家族化の進行、男女共同参画の推進、子育てに対する親の意識の変化な

どにより、低年齢児の保育施設での保育が今強く求められています。一方、核家族化

した現在の家庭では他者との関わりの機会が減少しており、保育施設では現代の家

庭環境では体験できない他者との関わりの機会が増え、子どもが自律性と社会性を学

ぶ場になりうることも事実です。さらに、保育施設は親にとっても職場以外の人間関係

を構築できる機会となりえます。しかし、このような社会状況の中で重要なことはできる

だけ子どもと親が家庭にて接する時間を増やすことです。この目的を達成するために、

子育てを担う保護者への、社会・国からの積極的な支援が必要です。 

 

1.  本来保育は保護者の責任であり楽しみでもあります。また、子育てを通じて、子育

てをする側が人間的に成熟することも重要な事実です。但し、子育てをする保護者

を社会や国がこれまで以上に積極的に支援することが必要です。 

2.  乳幼児期に温かい人間関係を構築することがその後の人生に大きな影響を与え

ます。幼い子どもたちの育児はその意味で大変に重要な仕事であることを保護者

だけでなく社会全体が認識しなくてはなりません。 

3.  様々な家族構成の事情や社会へのニーズに対応するため、保育施設には以下の

4-9に述べる事項が望まれるべきです。しかしながら、子育て、保育の原点に立つ



とき、子育てを保護者が延長保育、夜間保育、病児保育、病後児保育を利用しな

くても済む労働環境の整備や経済的支援について社会をあげて改善することが必

要です。 

4.  保育施設には小児保健に関する豊富な経験と知識を持つ看護師を導入すること

が望まれます。さらに、0歳児が入園する保育施設の園医には子どもの病気と保健

に関する知識と経験を有する小児科医が就任することが望まれます。 

5.  保育施設には保育についての豊かな知識と経験を持つ保育士をこれまで以上に

配備することが必要です。 

6.  保育施設には6ヶ月までの乳児を他の児から分けて養育することのできる、静かな

環境の部屋を確保することが必要です。とりわけ乳児には日中の睡眠時間を十分

に確保できる環境整備が不可欠です。 

7.  子どもが栄養学的にも適切な、健康的で愛情にあふれた食事をとること、和やかで

楽しい雰囲気のもとで保育者と共に食事をすること、子どもが食事のマナーを修

得・実践できる環境を整備することなど、食育の観点から見た総合的な対応が重要

です。 

8.  子どもが病気の時は、保護者やそれに代わる親族が病気の子どもをみるのが原則

です。しかしながら、病児保育・病後児保育の社会的必要性は今後ますます高くな

ることが予想され、それらの整備が必要とされます。一方、子どもが病気になった時

に保護者が仕事を休んでも、保護者の職場での立場が弱くなったり損になったりし

ないように、子育てをおこなう保護者への支援制度が整備されていることも必要で

す。また、家庭内での育児の負担が母親だけに重くならないよう、夫や親族の積極

的な協力も必要です。 



9.  今後、長時間保育、休日保育、一時保育などの整備が予定されています。このよう

な保育システムの充実は現代の社会にとって意義がありますが、それを利用する

保護者のマナーの育成が同時に必要です。 

10.  保育時間の長時間化は子どもの成育にとって必ずしも望ましくない面があります。

特に、乳幼児にとって信頼関係を構築するために温かな母子関係を構築すること

がその後の人格形成に不可欠なためです。従って、母親の代わりとして、保育施

設では特定の保育士と乳幼児との間の愛情にあふれる人間関係を作るため保育

施設では担当制を取ることが望ましいと考えます。また、保育を利用する側も、保

育の長時間化には問題がある点を認識すべきです。 

11. 保育所の機能を地域に浸透させ、家庭で子育てをしている保護者をも支援する施

設にすることも重要です。 

12. 障害児保育は障害児のみ成らず健常児の成長や発達のために重要な社会資源

です。社会全体でこれを支え、さらに広めるためにも人的資源の充実が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

わが国の社会への「子どもの性の問題に関する」提言 

 

日本小児科学会次世代育成プロジェクト委員会 

 
 

 子どもたちが大人になってから、理想のパートナーを見つけて、産みたくな

ったときに安全に子どもを産み、幸せに子育てができることが理想であること

は言うまでもありません。しかし、現実には、若年妊娠にともなう若年出産や

人工妊娠中絶、性感染症による健康被害などの問題が起きています。また、性

的虐待や性の商品化と言う問題も子どもたちを巻き込んでいます。これはわが

国だけの問題ではなく、世界の多くの国々に共通した問題です。私たちには、

子どもたちの「健全な性」を育成し、「性の健康」を守り、「将来の安全で幸せ

な出産・育児」ができるような支援が求められています。 

 

１．自分、パートナー、次の世代の健康を守る責任を持つことが困難な思春期

の子どもたちの性交渉は基本的に勧められるべきではありません。しかし、

実際には、知識や相談機関が少ないために妊娠したり、性感染症によって

健康を損なう子どもたちがいます。また、性的な虐待を受けている子ども

たちや金銭などで性を買われている子どもたちもいます。 



２．この様な現状を考えるとき、子どもたちを守るために社会自体もその在り

方や子どもたちを大切にするための方策を考えなくてはならない時期に来

ています。 

３．子どもたちの性を守るためには、子どもたちを取り巻く大人が未来を支え

る子どものたちの権利が守られるように努めてゆくことが基本です。子ど

もたちにとって将来の目標となるような大人たちを増やしてゆく必要があ

ります。 

４．例えば性を商品化することを謳っている一部のマスメディア、規範によら

ないインターネットでの情報氾濫、増加する出会い系サイトなどについて

は、子どもたちを守るためにも何らかの対策が必要と考えられます。言論

は本来自由であるべきですが、自由にはそれを守ってゆくための責任が伴

います。 

５．現在は真偽とりまぜて様々な性の情報があふれています。子どもたちには、

命の大切さを考えるという観点からの生命の誕生にいたる知識、性交渉を

行った場合に遭遇しうる健康被害としての妊娠や性感染症のリスクについ

ては正確な知識を伝えるための教育が必要です。教育によって防ぎうる「不

幸な事態」は決して少なくないと考えます。 
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